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Ⅰ はじめに 

１．経緯 

原子力規制委員会（以下「規制委員会」という。）は、「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」（昭和 32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」と

いう。）第４３条の３の８第１項の規定に基づいて、日本原子力発電株式会社（以下

「申請者」という。）から申請のあった「敦賀発電所発電用原子炉設置変更許可申請

書（２号発電用原子炉施設の変更）」（平成２７年１１月５日申請、令和４年１月１２

日一部補正）に関して、令和５年４月１８日に敦賀発電所２号炉の敷地内のＤ－１ト

レンチ内に認められるＫ断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連

続性（以下単に「Ｋ断層の活動性及び連続性」という。）に関する部分についての補

正を行うことを求めた1。その後、申請者は、令和５年８月３１日に「敦賀発電所発電

用原子炉設置変更許可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）添付書類の一部補正」

を提出した。 

規制委員会は、Ｋ断層の活動性及び連続性について、実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則

第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）第３条第３項への適合性を確認するこ

ととした2。 

 

２．本審査書の位置付け 

本審査書は、原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の規定に基づいて、申請者が

規制委員会に提出した「敦賀発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発電用原

子炉施設の変更）」（平成２７年１１月５日申請、令和４年１月１２日及び令和５年８

月３１日一部補正。以下「本申請」という。）の内容3が、同条第２項の規定により準

用する以下の規定に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものであ

る。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第４号の規定（発電用原子炉施設の位

置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発

電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で

定める基準に適合するものであること。）。 

 

３．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第４号の規定に関する審査においては、

設置許可基準規則及び実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6月 19 日原子力

規制委員会決定）。以下「設置許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイドを参照した。 

 
1 審査資料における 1000 箇所以上の記載の不備、ボーリング柱状図データの書換えがあったこと等から、原子力規制

検査のために審査を一時中断していたが、審査再開後においても調査データの取扱いが必ずしも適切に行われていな

かったことを踏まえ、令和５年４月１８日付けで申請書の補正を求める指導文書を発出。 
2 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）の一部補正

の受理及び今後の対応方針（令和５年度第３０回原子力規制委員会 資料１） 
3 審査に当たっては、申請者が原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（以下「審査会合」という。）で追加

で説明した分析結果等の内容を含めて確認した。 
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（１）敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（原管地発第

1306191 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地質ガイド」と

いう。） 

 

４．本審査書の構成 

「Ⅱ 耐震重要施設の地盤の変位（第３条第３項関係）」には、設置許可基準規則

のうち設計基準対象施設の地盤に係る耐震重要施設の地盤の変位に係る規定への適

合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅲ 審査結果」には、規制委員会としての結論を示した。 

なお、本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、

文章の要約、言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 
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Ⅱ 耐震重要施設の地盤の変位（第３条第３項関係） 

設置許可基準規則第３条第３項は、耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤

に設けなければならないことを要求している。また、設置許可基準規則解釈別記１は、

耐震重要施設を「将来活動する可能性のある断層等」の露頭がないことを確認した地盤

に設置することを要求している。なお、「将来活動する可能性のある断層等」とは、後

期更新世以降（約 12～13 万年前以降）の活動が否定できない断層等としている。 

また、地質ガイドでは、基準適合性の妥当性の確認に当たっては、当該断層等の認定

において、明確な証拠により示されていること、また、適切な調査又はその組合せによ

って当該断層等の性状（位置、形状、過去の活動状況）が合理的に説明されていること、

さらに、調査結果の精度や信頼性を考慮した安全側の判断が行われていること等を確認

するとしている。 

規制委員会は、「Ⅰ はじめに」に記載のとおり、Ｋ断層の活動性及び連続性につい

て、申請内容に基づき、以下の項目について、審査を行った。 

１．敷地の地質・地質構造 

２．Ｄ－１トレンチ内におけるＫ断層の分布と性状 

３．Ｋ断層の活動性 

４．Ｋ断層の連続性 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．敷地の地質・地質構造 

申請者は、敷地の地質及び敷地内の破砕帯について、以下のとおりとしている。 

（１）敦賀発電所２号炉の敷地の地質は、古第三紀の江
こう

若
じゃく

花崗岩4とこれに貫入す

るドレライト及びこれらを覆って分布する第四系から構成される。また、江

若花崗岩中には、熱水変質作用を伴った破砕帯が分布する。 

さらに、ドレライトは、主に暗緑色及び緑灰色を呈し、填間状
てんかんじょう

組織を示し、

粒径約 2mm 以下の斜長石及び輝石からなり、不透明鉱物を伴い、ドレライトの

貫入時期は、カリウム・アルゴン法年代測定値が約 21.1Ma5を示すことから、

新第三紀中新世と判断した。 

また、第四系については、更新統の猪ヶ池
いのがいけ

層、古期埋没堆積物6、古期扇状地

堆積物及び低位段丘堆積物並びに完新統の沖積低地堆積物、海岸低地堆積物、

最低位段丘堆積物、現河床堆積物・崖錐堆積物及び新期扇状地堆積物からなる。 

 

（２）敷地内の江若花崗岩中には熱水変質作用を伴った破砕帯が分布しており、こ

れらの破砕帯は、走向が主として N-S～NE-SW 方向で、高角度に西傾斜してお

り、原子炉施設設置位置付近でも同様である。また、敷地に分布する破砕帯

については、旧原子力安全・保安院の指示を踏まえてとりまとめた調査計画7

に基づき、Ｄ－１破砕帯、Ｄ－６破砕帯、Ｄ－５破砕帯、Ｈ－３ａ破砕帯及

 
4 申請者は、江若花崗岩は、黒雲母花崗岩、花崗斑岩、アプライト等からなるとしている。 
5 Ma：100 万年前を示す時間の単位。(Mega-annum の略)  
6 いわゆる埋没谷（過去につくられた谷が新しい地層に埋められて埋没した谷）のこと。申請者は古期埋没堆積物は、

奥壷低地の１号炉と２号炉の中間付近にある基盤岩の高まりより浦底湾側に分布し、奥壷低地の谷に厚く堆積してい

るとしている。 
7 平成２４年５月１４日に実施された旧原子力安全・保安院「地震・津波に関する意見聴取会」において了承された。 
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びＤ－１４破砕帯について詳細な調査を実施し、Ｄ－１破砕帯に関する調査

の過程で確認されたＫ断層についても詳細な調査を実施した。 

 

規制委員会は、敷地の地質は、江若花崗岩とそれに貫入するドレライトからなる基

盤岩とそれを覆う第四系の地層であることを確認した。また、第四系について、低位

段丘堆積物は存在するが、中位段丘堆積物は存在しないことを確認した8。 

本審査は、Ｋ断層に焦点を当てて審査を行ったことから、申請者が行った敷地内の

その他の破砕帯に関する調査が十分かは確認していない。 

 

２．Ｄ－１トレンチ内におけるＫ断層の分布と性状 

申請者は、Ｋ断層の活動性及び連続性を把握するため、文献調査、空中写真判読、

航空レーザー測量、トレンチ調査、ピット調査、ボーリング調査等を実施し、Ｄ－１

トレンチ内におけるＫ断層の分布と性状を以下のとおりとしている。 

（１）Ｋ断層の分布については、Ｄ－１トレンチの調査結果から、Ｄ－１トレンチ北

西法面からふげん道路ピットに至る区間において連続して認められる。 

（２）Ｋ断層の性状については、Ｋ断層は、基盤岩及び第四系に変位・変形を与える。

Ｋ断層の破砕部は、基盤岩中では熱水変質を伴うカタクレーサイトと断層ガウ

ジから構成されると定義し、以下の特徴を持つ。 

ⅰ．走向は概ね南北方向、傾斜は中～高角度の西傾斜であり、西側ピット、１－１

ピットの基盤岩中では走向・傾斜が一部異なる。 

ⅱ．条線方向は縦ずれ成分が卓越、最新活動面の変位センスは逆断層センス（西側

隆起）であり、１－１ピットの基盤岩中では条線方向が一部異なる。 

ⅲ．断層ガウジを伴い、概ね「明瞭なせん断構造・変形構造」を有する。 

ⅳ．Ｄ－１トレンチ北西法面からふげん道路ピットまで連続して認められる。 

ⅴ．堆積物中では分岐している様子が見られる。 

ⅵ．基盤岩から堆積時期が異なる①層、②層及び③層を変位基準とした鉛直変位量

は概ね一定であり、断層変位の累積性は認められない。 

ⅶ．鉛直変位量は南方で小さくなる。 

 

審査の過程において、規制委員会は、露頭で確認されているＫ断層の性状、定義及

び特徴について、申請者による整理と部分的に一致していなかったことなどから、Ｋ

断層の活動性及び連続性を評価する観点から、詳細に整理するよう求めた。 

これに対して、申請者は、上述のとおり、Ｋ断層の定義を改めて示すとともに、７

つの性状をＫ断層の特徴とした。 

 

規制委員会は、Ｋ断層の分布及び性状について、申請者が整理した内容を含めて、

以下のとおりであることを確認した。 

（１）Ｋ断層は、基盤岩及び第四系（③層以下の地層）に変位・変形を与える。なお、

変形については、「３．（３）Ｄ－１トレンチにおけるＫ断層の変位・変形」に

記載のとおり、活動性の評価に用いることはできない。 

（２）Ｋ断層は、Ｄ－１トレンチ北西法面からふげん道路ピット中央付近まで連続し

て分布し、走向は概ね南北方向、傾斜は中～高角度の西傾斜で、変位センスは

 
8 敷地に存在する低位段丘堆積物は、MIS5e（約 12～13 万年前）に対比される堆積物ではない。 
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逆断層センスであり、西側隆起によるものである。また、その基盤岩中の破砕

部は、カタクレーサイト及び断層ガウジからなる。 

（３）Ｋ断層の走向・傾斜については、Ｄ－１トレンチ内で一様ではなく、一部大き

く異なるものがみられる。また、Ｋ断層による変位については、基盤岩より上

位の地層では、複数に分岐し、上方に向かって断続的に出現する。 

（４）基盤岩中でのＫ断層の破砕部（カタクレーサイトを含む。）の幅は、平均 71.7

㎝、最大 355.7 ㎝であり、破砕幅が大きな断層である。 

 

３．Ｋ断層の活動性 

申請者は、Ｋ断層の活動性について、Ｄ－１トレンチの壁面観察により、地層構成

や各地層とＫ断層との関係を明確にするとともに、Ｋ断層の最新活動時期を把握する

ために、テフラ分析、光ルミネッセンス年代測定9（以下「ＯＳＬ年代測定」という。）、

放射性炭素〔14Ｃ〕年代測定、花粉分析、土壌分析により、Ｋ断層の影響が及んでい

ない地層及びその地層の堆積年代を明確にした。 

また、Ｄ－１トレンチ北西法面、原電道路ピット東向き法面及びふげん道路ピット

東側法面の 3箇所において、上載地層法によって、Ｋ断層の活動性を評価した。 

 

規制委員会は、Ｋ断層の活動性について、地質ガイドを踏まえ、以下の項目につい

て、審査を行った。 

（１）Ｄ－１トレンチに分布する地層の層序 

（２）Ｄ－１トレンチに分布する地層の堆積年代 

（３）Ｄ―１トレンチにおけるＫ断層の変位・変形 

（４）Ｋ断層の活動性の評価 

 

（１）Ｄ－１トレンチに分布する地層の層序 
申請者は、Ｄ－１トレンチに分布する地層は、花崗斑岩とそれを覆う第四系から

なり、第四系は層相に基づき、下位より①層～③層及び⑤層～⑨層の地層に区分し

た。なお、④層の区分は設けていない。 

また、Ｋ断層の活動性評価に関連する①層、②層、③層及び⑤層（⑤層上部及び

⑤層下部）の地層について、以下のとおりとしている。 

ⅰ．①層については、Ｄ－１トレンチ内で認められる第四系のうちで最下位に位置

する地層である。 

ⅱ．②層については、下位の①層との境界は凹凸している。 

ⅲ．③層については、Ｄ－１トレンチ北西法面及びＤ－１トレンチ北法面の上位の

美浜
み は ま

テフラ（Mh：約 12.7 万年前）を含む⑤層に不整合関係で覆われている。

また、③層は、Ｄ－１トレンチ北西法面では下位の②層及び①層とは不整合関

係で接し、原電道路ピットから南方では②層とは顕著な不整合関係は認められ

ない。 

また、③層については、Ｋ断層の活動時期を詳細に把握するため、以下のと

おり、③層の地層を細区分している。 

 
9 光励起ルミネッセンス法（optically stimulated luminescence method）は試料のパレオドース（古線量：自然放射

線からの被曝によって蓄積した吸収線量）を年間線量で割ることで年代を求める。太陽光により年代がリセットされ

ることから、堆積物の堆積年代が得られる。〔最新 地学事典（2024 年版（以下同様））〕 
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a.北西法面では、礫率10、礫径、堆積構造及び色調に着目した層相区分を行い、

連続的に堆積している地層等を一つの地層として扱うこととし、ａ層～ｏ層

に細区分している。 

b.Ｄ－１トレンチ擁壁撤去法面、原電道路ピット及びふげん道路ピット付近に

分布する③層は、Ｄ－１トレンチ入口南側法面まで連続して分布している。

また、③層は、層相及び堆積構造から、下位よりＡ層、Ｂ層、Ｃ層及びＤ層

に区分し、さらにＣ層はＣ１層、Ｃ２層及びＣ３層に、Ｄ層はＤ１層、Ｄ２

層及びＤ３層にそれぞれ細区分している。 

ⅳ．⑤層については、堆積構造の違いから上部と下部に細区分している。また、⑤

層下部は、北法面の東方に向かって層厚が厚くなっており、⑤層上部は、緩い

西傾斜で一定の層厚を示している。⑤層は、下位の③層とは不整合関係で接し

ている。 

 

審査の過程において、規制委員会は、Ｄ－1トレンチに分布する①層、②層、③

層及び⑤層の堆積構造及び年代的なつながりについて整理するよう求めた。 

これに対して、申請者は、上述のとおり、Ｄ－１トレンチの①層、②層、③層及

び⑤層までの分布、堆積過程を平面的、断面的に検討し、整理した結果を示した。 

 

規制委員会は、以下のことから、Ｄ－１トレンチに分布する①層、②層、③層及

び⑤層は静穏な環境下で継続して同じように堆積したとはいえないこと、また、Ｄ

－１トレンチ内で全体的に連続して分布する地層は存在していないことを確認し

た。特に、Ｋ断層の活動性の評価に用いる③層は、細区分した各地層の分布が局所

的であり、地層境界も複雑で様々な方向に傾斜していること、また、砂礫を主体と

し、北東側の斜面から供給された崖錐堆積物のような堆積物や、チャネル11とそこ

を埋める堆積物も認められるなど、層相や堆積構造が多様かつ複雑であり、整然と

成層する地層ではないことを確認した。 

ⅰ．Ｄ－１トレンチは、敷地東側の山地の山麓付近に位置しており、同トレンチ内

に分布する地層は、海成層12ではなく、旧河川や東側の山地から供給された陸

成の堆積層である。 

ⅱ．Ｄ－１トレンチの①層、②層、③層及び⑤層は、各々の地層が先に堆積した地

層を削り込んで堆積しており、堆積年代によって、堆積物の供給方向や堆積物

が変化している。 

ⅲ．①層については、Ｄ－１トレンチ内で認められる第四系のうちで最下位に位置

する地層である。 

ⅳ．②層については、下位の①層との境界が凹凸に富む。 

ⅴ．③層については、北西法面では、③層を細区分した地層（ａ層～ｏ層）は、分

布が局所的であり、地層境界も複雑で様々な方向に傾斜し、層相や堆積構造が

多様かつ複雑である。また、原電道路ピット及びふげん道路ピットでは、③層

を細区分した地層（Ａ層～Ｄ３層）は、地層境界が複雑で、層相及び堆積構造

が多様かつ複雑である。 

 
10 礫が存在している割合。なお、申請者から、閾値等の明確な識別基準の説明はされていない。 
11 チャネル構造（channel structure）：河川の水が河床を削った溝に堆積物がたまったもの、あるいはその構造。〔日

本応用地質学会 応用地質用語集（2019 年公開（Web 版））〕 
12 海底に堆積した堆積物。〔最新 地学事典〕 
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ⅵ．⑤層については、北西法面では、堆積構造の違いから、上部と下部に細区分さ

れ、⑤層下部は、北法面の東方に向かって層厚が厚くなっており、⑤層上部は、

緩い西傾斜で一定の層厚を示す。また、⑤層は、③層との層位関係では上位に

あるが、「３．（２）Ｄ－１トレンチに分布する地層の堆積年代」に記載のとお

り、不整合と評価されるだけの時間間隙があるかは確認できない。 

なお、⑤層下部については、北西法面では広く分布せず、同法面のおおむね

中ほどより東側にのみ分布し、Ｋ断層の活動性の評価に用いる地層（③層中の

k層）の上位には、⑤層上部がみられる。 

 

規制委員会は、以上のことから、申請者によるＫ断層の活動性評価の妥当性につ

いて、Ｄ－１トレンチが複雑な堆積構造がみられる地点であることを踏まえて審査

した。 

 

（２）Ｄ－１トレンチに分布する地層の堆積年代 
申請者は、Ｄ－１トレンチに分布する①層、②層、③層及び⑤層の地層の堆積年

代について、以下のとおりとしている。 

ⅰ．①層及び②層の堆積年代 

①層の堆積年代については、①層では、年代を特定する試料は得られなかっ

たが、色調や固結度等から古い地層であると推定されること、③層との層位関

係から、少なくとも MIS613よりも古い時代に堆積した地層であると判断した。 

また、②層の堆積年代については、花粉分析結果から、②層堆積時は比較的

温暖な気候であったと考えられること、年代を特定する試料は得られなかった

が、色調や固結度等から古い地層であると推定されること、③層との層位関係

から、少なくとも MIS6 よりも古い時代に堆積した地層であると判断した。 

 

ⅱ．③層の堆積年代 

③層の堆積年代については、以下のことから、133±9ka14より古い MIS6 以前

の地層に対比15される。 

a.③層は、Ｄ－１トレンチ北西法面では下位の②層及び①層とは不整合関係で

接し、原電道路ピットから南方では②層とは顕著な不整合関係は認められな

い。また、③層は、Ｄ－１トレンチ北西法面及びＤ－１トレンチ北法面の上

位の美浜テフラ（約 12.7 万年前）を含む⑤層に不整合関係で覆われている。 

b.③層の最上部には土壌化した地層が分布することから、③層堆積後、⑤層が

堆積するまでには土壌16を生成するだけの時間間隙があったことを示してい

る。 

 
13 MIS：海洋酸素同位体ステージ(Marine oxygen Isotope Stage の略) 

MIS6:約 13～17 万年前（令和６年７月２６日審査会合資料 2-3-2 の 2-53 ページ地層の堆積年代の図より読み取り） 
14 ka：1000 年前を示す時間の単位。（kilo annum の略）。 
15 離れた地域に分布する地層の層準を、岩相や含有化石相・火山灰層・地質構造などの特徴を基に比較し、地層の同時

代性や新旧(上下)の関係を判定すること。層序学的には、層序対比、年代対比の意に用いる。年代対比の場合、国際

的な標準地質年代区分のなかで占める位置を決定すること。〔最新 地学事典〕 
16 多かれ少なかれ腐植によって着色されている無機・有機の地殻最表層生成物。動植物とその遺体、母材、気候および

地形などの要因の総合的な作用として歴史的に形成され、たえず変化している自然体で、その生成過程は土壌断面

の形態や組成、性質に反映されている。＜中略＞また、土壌は一定の地理的広がりをもち、緑色植物を生育させる

能力、すなわち肥沃度をもつ点で、その材料である岩石・地層と本質的に異なる。〔最新 地学事典〕 
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c.原電道路ピット東向き法面で実施した③層のＯＳＬ年代測定結果によれば、

ＯＳＬ信号が飽和しており、③層の堆積年代は 133±9ka より古いことを示

している。 

 

ⅲ．⑤層の堆積年代 

⑤層の堆積年代については、以下のとおりとしている。 

a.⑤層下部の堆積年代 

⑤層下部は、以下の検討結果から、MIS5e（約 12～13 万年前）の地層に対

比される。 

ア．美浜テフラと明神沖テフラの降灰層準 

⑤層下部からは、普通角閃石（GHo）、斜方輝石（Opx）17等からなるテ

フラ（この⑤層下部から産出するテフラを、以下「⑤層下部テフラ」18と

いう。）が産出し、それら鉱物の主成分分析19等の結果によれば、美浜テ

フラ及び後述する明神
みょうじん

沖
おき

テフラ（Mj：約 12.3 万年前。MIS5e の高海面

期に降灰。）からなる。⑤層下部中の美浜テフラの普通角閃石にはすべて

のテフラ分析測線で検出量のピークが確認されており、このピークは、

鬼界
き か い

葛 原
とづらはら

テフラ（K-Tz：約 9.5 万年前）や大山
だいせん

倉吉
くらよし

テフラ（DKP：約 5.8

万年前～約 5.9 万年前）の層位関係と逆転していない。 

イ．美浜テフラと明神沖テフラの構成鉱物に着目した層位関係 

⑤層下部中の美浜テフラの降灰層準20付近には、海上ボーリングで確

認された明神沖テフラ（普通角閃石からなり、極微量のカミングトン閃

石を伴う）が認められるが、明神沖テフラは美浜テフラの降灰層準の深

度と同一又は上位に認められており、両テフラの層位関係は逆転してい

ない。また、普通角閃石の主成分分析結果でも、⑤層下部テフラの上部

では明神沖テフラの特徴である Mg#21が 70 付近より低い測定値も含まれ

ているが、下部には美浜テフラの特徴である Mg#が 70 付近に測定値が集

中していることから、上部は明神沖テフラと美浜テフラが混在するが、

下部には美浜テフラのみが分布していると判断される。 

ウ．明神沖テフラが降灰後に美浜テフラ層準まで拡散したとの評価 

明神沖テフラと美浜テフラが同一深度で認められることについては、

地層の堆積速度の関係等を踏まえ、地層の二次堆積によるものではない

と判断した。具体的には、地層の堆積速度の関係からは、明神沖テフラ

と美浜テフラは深度差十数 cm（約 16cm と評価）で近接して降灰したも

のと考えられることから、上位のテフラである明神沖テフラが近接する

下位の美浜テフラの降灰層準へ拡散したことによるものと判断される。 

エ．⑤層最下部にはテフラ起源の鉱物が一切認められないとの評価 

 
17 直方輝石のこと。かつて Opx（orthopyroxene）は斜方輝石と呼ばれていた。 
18 申請者は、⑤層下部から産出する美浜テフラ及び明神沖テフラからなるテフラを、審査資料において「⑤層下部テフ

ラ」としている。 
19 申請者は、テフラ起源の鉱物の主成分を把握し、テフラの対比に用いることを目的とし、エネルギー分散型 X 線分析

により行っている。 
20 降灰層準とは、火山灰の降灰した層準のことをいう。 
21 Mg と Fe のモル比率〔=Mg/(Mg+Fe)〕。マグマの Mg#は結晶分化作用とともに減少し、晶出する鉱物の Mg#もそれに伴

い減少する。 



 

9 
 

すべてのテフラ分析測線において、⑤層最下部22の地層にはテフラ起

源の鉱物が一切認められない。一方、⑤層最下部の地層の粒度は、美浜

テフラが認められる地層の粒度と同程度であること等から、⑤層最下部

の地層にテフラ起源の鉱物が認められないのは、降灰したテフラ起源の

鉱物が流出したのではなく、テフラの降灰自体がなかったと判断した。

これらのことから、⑤層最下部の地層は、美浜テフラ降灰以前に堆積し

た地層であると判断した。 

オ．その他の検討結果 

Ｄ－１トレンチ北西法面で実施した⑤層下部のＯＳＬ年代測定の結

果によれば、⑤層下部の堆積年代は 126±5ka である。また、⑤層下部

は、花粉分析結果から、比較的温暖な気候と判断した。 

 

b.⑤層上部の堆積年代 

⑤層上部は、以下のことから、MIS5c23の地層に対比される。 

ア．⑤層上部では、β石英と微量の火山ガラスが認められ、検出量のピーク

が認められる。β石英に包有された火山ガラスの主成分分析結果によれ

ば鬼界葛原テフラに対比される。 

イ．Ｄ－１トレンチ北西法面で実施した⑤層上部のＯＳＬ年代測定の結果に

よれば、⑤層上部の堆積年代は 109±3ka である。 

 

審査の過程において、規制委員会は、Ｄ－１トレンチ内の地層の堆積年代に関し

て、ＯＳＬ年代測定の誤差等の扱い、③層最上部の土壌化部の評価、テフラ分析に

基づく⑤層下部の堆積年代の評価等について、評価結果の根拠についての追加説明

を求めた。 

これに対して、申請者は、上述のとおり、ＯＳＬ年代測定の参考とした論文、土

壌化部の詳細観察、、テフラ分析等の詳細な説明を追加した上で、堆積年代につい

て、ＯＳＬ年代測定の分析結果のみで評価するものではなく、より確度の高い評価

とするため、地形、堆積物の性状・層相、テフラや花粉の各種分析結果など、さま

ざまな観点やデータを考慮した上で最も合理的な年代を評価した。 

 

規制委員会は、Ｄ－１トレンチに分布する地層の堆積年代について、以下のとお

りであることを確認した。なお、Ｋ断層の活動性評価の確認の観点から、上位層で

ある⑤層の堆積年代から順に追って記載する。 

ⅰ．⑤層の堆積年代 

⑤層の堆積年代については、⑤層上部及び⑤層下部のそれぞれの堆積年代に

ついて、以下のとおりであることを確認した。 

a.⑤層上部の堆積年代 

⑤層上部の堆積年代については、北西法面の⑤層上部の地層に鬼界葛原テ

フラ（K-Tz：約 9.5 万年前）が認められること及びＯＳＬ年代測定結果

（109±3ka）から、MIS5c と評価されていることは妥当である。 

 

b.⑤層下部の堆積年代 

 
22 「⑤層最下部」は、その文言からは⑤層の最も下部の層準を指すものと思われるが、申請者は、⑤層の具体的にどの

部分であるか、その深度や層厚などについて示していない。 
23 MIS5ｃ：約 10 万年前（令和６年７月２６日審査会合資料 2-3-2 の 2-53 ページ地層の堆積年代の図より読み取り） 
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⑤層下部の堆積年代については、⑤層下部が⑤層上部（MIS5c）の下位の層

準であるとの層位関係、花粉分析及びＯＳＬ年代測定結果（126±5ka）を踏

まえると、MIS5e（約 12～13 万年前）と評価できる可能性はある。 

しかしながら、テフラ分析については、以下のとおり、⑤層下部に含まれ

る美浜テフラ（約 12.7 万年前）と明神沖テフラ（約 12.3 万年前）は、とも

に極微量であり、明確な降灰層準が認められないこと、降灰時期の異なる両

テフラが堆積物中で混在して分布していること、その両テフラの混在の要因

が降灰後に堆積物中で生じた拡散であると判断した明確な証拠が示されて

いないこと等から、両テフラが再堆積（二次堆積）した可能性がある。 

これらのことから、⑤層下部は、確実に MIS5e の地層に対比されることが

確認できず、MIS5e よりも新しい年代の地層である可能性がある。 

ア．美浜テフラと明神沖テフラの降灰層準 

美浜テフラと明神沖テフラについては、露頭において目視で火山灰層

として認められるテフラではない。 

⑤層下部には、テフラ分析（通常分析）の結果、美浜テフラ及び明神

沖テフラ起源の鉱物（普通角閃石、斜方輝石等）が含まれることは確認

されるが、層準によっては鉱物が検出されないほど、検出量が極めて微

量である。また、テフラ分析（重鉱物濃集分析）の結果でも、両テフラ

は、いずれも検出量の明瞭なピークが認められない測線や複数のピーク

が認められる測線があるなど、測線によってピークの出現形態が異なる。 

 これらのことから、美浜テフラ及び明神沖テフラの明確な降灰層準が

認められない。 

イ．美浜テフラと明神沖テフラの構成鉱物に着目した層位関係 

美浜テフラと明神沖テフラは降灰時期が異なることから、降灰年代の

古い美浜テフラが下位、新しい明神沖テフラが上位の層準に産出するは

ずであるが、⑤層下部では、同じ層準に両テフラが混在して産出してい

る（以下「⑤層下部テフラ」という。）が確認できる。 

この⑤層下部テフラについて、テフラ分析（重鉱物濃集分析）の結果

によれば、明神沖テフラのカミングトン閃石は、美浜テフラ降灰層準と

同一か上位において連続的に認められるものではなく、検出されない層

準がある。このため、Ｄ－１トレンチにおいては、カミングトン閃石の

有無により両テフラの降灰層準を明確に識別することはできず、両テフ

ラの層位関係が逆転していないとはいえない。 

また、普通角閃石の主成分分析の結果によれば、⑤層下部テフラの上

部でも、明神沖テフラの特徴（Mg#が 70 付近より低い測定値も含まれる）

を有する層準だけではなく、美浜テフラの特徴（Mg#が 70 付近に測定値

が集中）のみを有する層準も認められる。このため、Ｄ－１トレンチに

おいては、採取した試料中の普通角閃石の主成分分析の結果からは、両

テフラの降灰層準を明確に識別することはできない。 

これらのことから、⑤層下部では降灰時期の異なる両テフラが堆積物

中で混在して分布しており、⑤層下部テフラの層準において両テフラの

降灰層準を区別することはできない。 

ウ．明神沖テフラが降灰後に美浜テフラ層準まで拡散したとの評価 

明神沖テフラと美浜テフラが異なる層準に降灰した後に、明神沖テフ

ラが美浜テフラ層準まで拡散したとの申請者の評価については、植物や
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動物による擾乱等、拡散であると判断した明確な証拠は示されておらず、

同一深度で両テフラが産出する状況は再堆積でも生じ得るため、拡散は

可能性の一つである。 

エ．⑤層最下部にはテフラ起源の鉱物が一切認められないとの評価 

上記ア．のとおり、美浜テフラ起源の鉱物は⑤層下部で検出量が極め

て微量であり、明確な降灰層準が認められていないため、⑤層最下部で

テフラ起源の鉱物が検出されないことを根拠として、テフラの降灰自体

がなかったと評価することは困難であり、⑤層最下部が美浜テフラ降灰

以前の地層であるとはいえない。 

 

ⅱ．③層の堆積年代 

③層の堆積年代については、以下のことから、後期更新世以降に堆積した地

層であることが否定できていないことを確認した。 

a.③層と⑤層の不整合関係及びその時間間隙 

 ③層は北西法面及び北法面の上位の美浜テフラを含む⑤層に不整合関係

で覆われているとの申請者の評価については、⑤層が③層の上位であるとの

層位関係は確認できる。 

③層と⑤層の間の時間間隙について、③層最上部の褐色部については、以

下のことから、土壌化によるものと評価できるだけの明確な根拠が確認でき

ない。また、土壌化に要する具体的な期間（年代）は示されていないことか

ら、③層の堆積後にどの程度の時間を経て⑤層が堆積したのかを評価するこ

とは困難である。 

ア．③層最上部の土壌化したとされる地層において、一般的に土壌で観察さ

れる生痕化石や炭化物等が認められていない。 

イ．遊離酸化鉄分析については、遊離酸化鉄の結晶化指数を根拠に土壌区分

を判断することは困難であるとの知見24がある。 

ウ．③層最上部の褐色部の近傍に見られる⑤層下部の褐色部では同様の分析

が行われておらず、土壌ではないと評価された周囲の堆積物の褐色部と

明確な違いがあることが確認できない。 

 

b.ＯＳＬ年代測定 

 ③層のＯＳＬ年代測定について、北西法面の測定結果は示されていない25。

原電道路ピット東向き法面の③層のＤ３層のＯＳＬ年代測定では、等価線量

が飽和線量を超えたことから、飽和線量から求められる飽和年代値

（133±9ka）より古いと評価されている。しかしながら、誤差を含めると得

られた測定値の範囲が後期更新世以降（約 12～13 万年前以降）にかかるこ

とから、Ｄ３層が後期更新世の約 12～13 万年前の時代に堆積した地層とも

考えられ得る。 

 なお、北西法面の③層の細区分された地層（ａ層～ｏ層）は、「３．（１）

Ｄ－１トレンチに分布する地層の層序」に記載のとおり、その分布が局所的

であること等から、ＯＳＬ年代測定を行ったＤ３層と対比することはできな

い。 

 
24 山家・八木（1983）によれば、結晶化指数を根拠に土壌区分を判断することは困難であるとされている。 
25 申請者は、北西法面では、⑦層、⑤層上部及び⑤層下部のＯＳＬ年代測定結果が示され、それぞれテフラの分析結果

と整合しているとしている。 
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c.層位関係を踏まえた堆積年代 

⑤層下部との層位関係を踏まえた③層の堆積年代について、申請者は、③

層が MIS5e の時代の⑤層下部に不整合関係で覆われていることも、③層が

MIS6 以前の地層に対比されると評価する根拠としている。しかしながら、

「３．（２）ⅰ ⑤層の堆積年代」のとおり、⑤層下部は MIS5e よりも新しい

年代の地層である可能性があることから、③層の堆積年代については、③層

が⑤層下部の下位の地層であることを根拠として、MIS5e より確実に古い時

代に堆積した地層であるとはいえない。 

 

d.テフラ試料等 

③層からは、年代を特定できるテフラ試料、及び堆積当時の気候を推定で

きる花粉試料が得られていない。 

 

ⅲ．①層及び②層の堆積年代 

①層及び②層の堆積年代については、以下のことから、両層の具体的な堆積

年代が評価できていないことを確認した。なお、地質ガイドでは、「後期更新

世（約 12～13 万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活

動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降（約 40 万年前以降）ま

で遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を

評価すること。」としているが、申請者は、③層より下位の堆積層の堆積年代

を評価できていないことを確認した。 

a.①層及び②層からは、年代を特定できる試料が得られていない。 

b.①層及び②層の堆積年代については、③層との層位関係等から、少なくとも

MIS6 よりも古い時代に堆積したとしているが、①層の堆積後にどの程度の時

間を経て②層が堆積したのか、また、②層の堆積後にどの程度の時間を経て

③層が堆積したのか説明できていない。 

 

（３）Ｄ―１トレンチにおけるＫ断層の変位・変形 
申請者は、北西法面、原電道路ピット及びふげん道路ピットにおけるＫ断層の変

位・変形について、以下のとおりとしている。 

ⅰ．北西法面におけるＫ断層の変位・変形 

a.Ｋ断層は、北西法面付近の②層と③層との境界に逆断層変位を与え、北西法

面の③層中の鉛直変位量は、0.9m であり、北西法面の上方に向かって変形が

主体となっている。 

b.Ｋ断層は、③層中の m層の下位の地層であるｋ層に変位・変形を与えていな

い。 

c.Ｋ断層は、③層中のｊ層までの地層に変位や変形を与えており、ｊ層中の腐

植層や砂礫層の層理は東へ傾斜している。一方、ｊ層直上のｋ層は、下位の

ｊ層を傾斜不整合関係で覆っており、ｋ層の基底及びｋ層中の砂層はほぼ水

平である。 

d.Ｋ断層による地層の変形範囲について、より定量的に整理するため、③層中

の層理や葉理の走向・傾斜をシュミットネット下半球法線投影による整理に

基づき検討した。③層中の地層の走向・傾斜について、Ｋ断層による変位・

変形の影響を受けているｊ層以下の地層のうち、Ｋ断層を含む西側の範囲の
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地層を「Ｋ断層による影響を受けたと判断した地層」のグループとし、Ｋ断

層よりも東側の範囲の地層及びＫ断層による変位・変形の影響を受けていな

いｋ層以上の地層を合わせたものを「Ｋ断層による影響を受けていないと判

断した地層」のグループとした。前者は東傾斜のものが多く、後者は南傾斜

ないしは西傾斜である。2つのグループの最大中心点の傾斜は 20°程度の差

を有しており、概ね南北方向を軸として西側が上昇する方向に回転している

状況が認められ、概ね南北方向の走向を持つＫ断層が西側隆起の逆断層セン

スであることと調和的である。このような堆積構造と、上載地層としている

ｋ層の堆積構造がほぼ水平である状況は、ＣＴ画像観察からも確認された。 

e.Ｋ断層は、北西法面において、⑤層下部の下位層準にある③層中のｋ層に変

位・変形を与えていない。 

 

ⅱ．原電道路ピットにおけるＫ断層の変位・変形 

a.原電道路ピット東向き法面で認められるＫ断層は、②層及び③層中のＣ層ま

での地層に変位を与えているが、その直上に分布する③層中のＤ３層は変

位・変形を受けておらず、Ｄ３層は下位のＣ層とは明瞭な傾斜不整合関係で

接している。 

b.③層中のＤ１層、Ｄ２層及びＤ３層は、Ｄ－１トレンチ入口南側法面まで連

続して分布しており、南側法面ではＤ１層、Ｄ２層及びＤ３層が⑤層に不整

合関係で覆われている。また、原電道路ピットの③層中のＤ１層、Ｄ２層及

びＤ３層は、層相の類似性からもＤ－１トレンチの③層に対比される。 

c.Ｄ－１トレンチ内では、法面において③層（Ｄ層）と③層（ａ～ｊ層）の関

係は直接観察できないが、③層（Ｄ層）はＫ断層による変位、変形を受けて

いないことから③層（ａ～ｊ層）以降に堆積したものと考えられる。 

d.Ｋ断層は、Ｄ３層に変位・変形を与えていないことが下位層との明瞭な傾斜

不整合関係から確認できる。 

 

ⅲ．ふげん道路ピットにおけるＫ断層の変位・変形 

a.ふげん道路ピット東法面において認められたＫ断層は、①層、②層及び③層

中のＣ層までの地層に変位・変形を与えているが、その直上に分布する③層

中のＤ３層の基底には、原電道路ピット東向き法面と同様、Ｋ断層による変

位・変形は及んでおらず、Ｄ３層は下位のＣ層とは明瞭な傾斜不整合関係で

接している。 

b.Ｋ断層は、少なくとも MIS6 以前に堆積したＤ３層に変位・変形を与えてい

ないことが確認できる。 

 

規制委員会は、以下のことから、北西法面、原電道路ピット及びふげん道路ピッ

トにおいて、Ｋ断層の変位・変形により活動性を評価することはできないことを確

認した。 

ⅰ．北西法面におけるＫ断層の変位・変形 

a.Ｋ断層の変位は、③層中で複数に分岐し、上方に向かって断続的に出現して

いる。また、北西法面のＫ断層は、最も延びているもので、③層中のｊ層中

でせん滅し、ｋ層の基底面によって切られていることが確認できないことか

ら、ｋ層が堆積した後にＫ断層が活動していないと評価することはできない。 

b.Ｋ断層の変形について、③層を細区分した地層（ａ層～ｏ層）は、「３．（１）

Ｄ－１トレンチに分布する地層の層序」に記載のとおり、分布が局所的であ
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り、地層境界も複雑で様々な方向に傾斜している。また、これらの地層は、

砂礫を主体とし、北東側の斜面から供給された崖錐堆積物のような堆積物や、

チャネルとそこを埋める堆積物も認められるなど、層相や堆積構造が多様か

つ複雑であり、整然と成層する地層ではない。このため、Ｋ断層の変形の評

価については、③層の細区分した地層の堆積状況を踏まえると、細区分した

地層に認められる傾斜が、変形を受けた結果なのか、初生的なものかを明確

に判別することはできないことから、変形によって活動性評価をすることは

できない。 

 

ⅱ．原電道路ピットにおけるＫ断層の変位・変形 

a.原電道路ピットでは、③層中のＤ３層の一部とその上位の地層は造成のため

除去されており、現在は存在しない。 

b.Ｋ断層は、北西法面において、堆積物中では断続的に出現し、一度途切れて

（せん滅して）も、更に上位の地層で再び出現することが確認されている。

また、原電道路ピットと隣接するふげん道路ピットでも、露頭の堆積物中で

は下端が途切れていることが認められる断続的なせん断面が、ボーリング調

査結果から基盤岩中のＫ断層と一連のものであることが示されている。この

ため、Ｄ－１トレンチにおけるＫ断層は、堆積物中で上方に向かって断続的

に出現するという特徴がある。 

c.したがって、原電道路ピットにおいても、一度途切れたＫ断層が、Ｄ３層か

それより更に上位の地層で再び現れていた可能性があるが、既に除去され、

現状では上位の地層におけるＫ断層の変位・変形の有無が確認できないため、

Ｋ断層の活動性を評価することはできない。 

 

ⅲ．ふげん道路ピットにおけるＫ断層の変位・変形 

a.ふげん道路ピットでは、③層中のＤ３層の一部とその上位の地層は造成のた

め除去されており、現在は存在しない。 

b.Ｋ断層は、北西法面において、堆積物中では断続的に出現し、一度途切れて

（せん滅して）も、更に上位の地層で再び出現することが確認されている。

また、ふげん道路ピットでも、露頭の堆積物中では下端が途切れていること

が認められる断続的なせん断面が、ボーリング調査結果から基盤岩中のＫ断

層と一連のものであることが申請者から示されている。そのため、Ｄ－１ト

レンチにおけるＫ断層は、堆積物中で上方に向かって断続的に出現するとい

う特徴がある。 

c.したがって、ふげん道路ピットにおいても、一度途切れたＫ断層が、Ｄ３層

かそれより更に上位の地層で再び現れていた可能性があるが、既に除去され、

現状では上位の地層におけるＫ断層の変位・変形の有無が確認できないため、

Ｋ断層の活動性を評価することはできない。 

 

（４）Ｋ断層の活動性の評価 
申請者は、Ｋ断層の活動性の評価について、地表地質調査等に基づく検討結果か

ら、Ｄ－１トレンチ北西法面、原電道路ピット東向き法面及びふげん道路ピット東

側法面の 3箇所において、上載地層法によって、後期更新世以降の活動がないこと

が確認でき、将来活動する可能性のある断層等ではないと判断した。 
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規制委員会は、Ｋ断層の活動性の評価について、以下のことから、Ｋ断層は後期

更新世以降（12～13 万年前以降）の活動が否定できないと判断した。 

ⅰ．活動性の評価に用いる地層の堆積年代 

Ｋ断層の活動性の評価に用いるＤ－１トレンチの北西法面、原電道路ピット

及びふげん道路ピットの③層の堆積年代については、テフラ分析により年代を

特定できず、③層と⑤層の不整合関係及びその時間間隙に係る検討、ＯＳＬ年

代測定等の結果を踏まえても、明確な証拠によって後期更新世以降に堆積した

地層であることが否定できておらず、また、活動性の評価に用いる地層より下

位の堆積層も含めて、その堆積年代を評価できていない。 

 

ⅱ．Ｋ断層の変位・変形 

Ｋ断層の活動性の評価に関しては、以下のことから、Ｄ－１トレンチにおい

て、明確な証拠によってＫ断層の変位・変形により活動性を評価することはで

きない。 

a.Ｄ－１トレンチでは、全体的に連続して分布する地層が存在しておらず、活

動性の評価に用いる③層について、浸食で形成された溝（チャネル）に堆積

した地層により連続性が断たれ、面的な広がりがなく局所的な地層で構成さ

れているなど、活動性を評価する地点として妥当とはいえない。 

b.北西法面におけるＫ断層について、Ｋ断層の変位は、③層中のｋ層の下位の

地層中でせん滅していることから、ｋ層を上載地層として活動性を評価でき

ない。また、Ｋ断層の変形は、③層を細区分した地層の境界も複雑で様々な

方向に傾斜し、層相や堆積構造が多様かつ複雑であり、整然と成層する地層

ではないことから、地層の傾斜が、Ｋ断層による変形を受けた結果なのか、

初生的なものかを明確に判別することはできず、活動性を評価できない。 

c.原電道路ピット及びふげん道路ピットにおけるＫ断層について、Ｋ断層は、

上方に向かって断続的に出現する特徴を有していることを踏まえると、既に

除去され、現在は存在しない地層で再び現れていた可能性があるが、現状で

は上位の地層におけるＫ断層の変位・変形の有無が確認できないため、Ｋ断

層の活動性を評価することはできない。 

 

４．Ｋ断層の連続性 
申請者は、Ｋ断層の連続性の評価について、Ｋ断層の性状に着目し、Ｋ断層の確認

地点の最南部に当たるふげん道路ピットに隣接する H24-D1-1 孔で認められた破砕部

のうち、敷地の破砕帯の連続性評価基準（以下「連続性評価基準」という。）に基づく

検討範囲（幾何学的位置関係）にある破砕部との連続性を検討した。 

連続性評価基準は次の評価項目としている。 

・幾何学的位置関係（起点とする破砕部の走向・傾斜から±20°の範囲に位置する

破砕部） 

・走向・傾斜の類似性（起点の破砕部の走向・傾斜との差が±20°以内の破砕部） 

・最新活動で形成された破砕部の性状の類似性（断層ガウジ又は断層角礫の有無、

明瞭なせん断構造・変形構造の有無、条線方向及び最新活動ゾーンの変位センス

の最新活動で形成された破砕部の性状が起点の破砕部の性状と類似するもの） 

 

申請者は、また、Ｋ断層の走向が局所的に変化している状況を踏まえ、H24-D1-1 孔

で認められた破砕部のうち、連続性評価基準に基づく検討範囲外の破砕部との連続性
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についても確認した。加えて、H24-D1-1 孔から重要施設までの間で実施したボーリン

グ孔（計 13 孔）のすべての破砕部についても、併せて連続性確認を実施した（以下、

合わせて「連続性評価基準に基づく検討範囲にはない破砕部」という。）。 

さらに、H24-D1-1 孔で認められた破砕部のうち、連続性評価基準に基づく検討範囲

（幾何学的位置関係）にあり、走向・傾斜の類似性が認められる破砕部等で実施した

鉱物脈法により確認された最新活動時期とＫ断層の最新活動時期との類似性に基づ

く検討26（鉱物脈法に基づく検討）も合わせて行った。 

 

規制委員会は、Ｋ断層の連続性について、地質ガイドを踏まえ、以下の項目につい

て、審査を行った。 

４－１．Ｋ断層の連続性評価のための敷地の破砕帯の連続性評価基準 

（１）連続性評価基準 

（２）最新活動で形成された破砕部の性状の類似性に係る地質観察 

（３）連続性評価基準に基づく連続性評価 

４－２．Ｋ断層の連続性確認の念のための検討 

（１）連続性評価基準に基づく検討範囲にはない破砕部との連続性確認 

（２）鉱物脈法に基づく検討 

４－３．Ｋ断層の連続性の評価 

 

４－１．Ｋ断層の連続性評価のための敷地の破砕帯の連続性評価基準 
（１）連続性評価基準 

申請者は、Ｋ断層の確認地点の最南部に当たるふげん道路ピットに隣接する H24-

D1-1 孔で認められた破砕部のうち、連続性評価基準に基づく検討範囲（起点とする

破砕部の走向・傾斜から±20°の範囲）にある破砕部との連続性を検討した。検討

に当たっては、以下のとおり、連続性評価基準である、幾何学的位置関係、走向・

傾斜の類似性に加え、最新活動で形成された破砕部の性状の類似性の複数の観点か

ら対比を行った。 

ⅰ．幾何学的位置関係 

幾何学的位置関係については、破砕帯の走向の特徴を把握するため、２号炉

基礎掘削面の連続する破砕帯について 5m、10m、20m のサンプリング間隔で基

礎掘削面のスケッチから走向を図読し、隣り合う 2点の破砕部の位置関係や走

向の差を整理した。また、破砕帯の傾斜の特徴については、走向と同様の整理

を１号炉原子炉建屋南方斜面に対して実施した。その結果、走向及び傾斜とも

サンプリング間隔によらず、隣り合う 2 点の破砕部は一方の走向又は傾斜の

±20°以内の範囲に他方の破砕部が位置している幾何学的位置関係にあるこ

とを確認した。 

これらの整理の結果から、起点とする破砕部の走向・傾斜から±20°の範囲

に位置する破砕部が、連続する破砕帯である可能性があるものとして選定した。 

また、Ｋ断層の連続性評価に当たっては、Ｋ断層の走向・傾斜が局所的に変

化している状況を踏まえ、「４－２．（１）連続性評価基準に基づく検討範囲に

はない破砕部との連続性確認」に記載のとおり、連続性評価基準に基づく検討

範囲にはない破砕部についても、連続性評価を行った。 

 
26 申請者は、鉱物脈法に基づき、評価対象とした破砕部が少なくとも後期更新世以前に生じた最新の熱水活動以降は活

動していないと評価したことを、活動性評価の根拠としてではなく、MIS6 以前の第四系に変位・変形を与えている

Ｋ断層とは最新活動時期が類似しない（Ｋ断層とは連続しない）との評価の根拠に用いている。 
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ⅱ．走向・傾斜の類似性 

走向・傾斜の類似性については、幾何学的位置関係と同様の検討を行った結

果、隣り合う 2点の破砕部の走向・傾斜の差は±20°以内であることを確認し

たことから、起点の破砕部の走向・傾斜との差が±20°以内の破砕部を、連続

する破砕帯である可能性があるものとして選定した。 

 

ⅲ．最新活動で形成された破砕部の性状の類似性 

起点の破砕部との最新活動で形成された破砕部の性状の類似性については、

２号炉基礎掘削面及び１号炉原子炉建屋南方斜面の地質観察データを用いた

検討の結果、連続した破砕帯については、最新活動で形成された破砕部の性状

（断層ガウジ又は断層角礫の有無、明瞭なせん断構造・変形構造の有無、条線

方向、最新活動ゾーンの変位センス）の類似性があることを確認した。 

このことを踏まえ、走向・傾斜の類似性の検討で選定された破砕部について、

起点の破砕部の性状（断層ガウジ又は断層角礫の有無、明瞭なせん断構造・変

形構造の有無、条線方向及び最新活動ゾーンの変位センスなどの最新活動で形

成された破砕部の性状の類似性）と類似するものを起点の破砕部と連続する破

砕部であると判断する。なお、Ｋ断層の連続性評価に当たっては、走向・傾斜

の類似性、最新活動で形成された破砕部の性状の類似性の評価によって、すべ

ての破砕部がＫ断層とは連続しないと判断したため、最新活動以前に形成され

た破砕部の性状等の類似性（起点の破砕部の破砕幅のオーダーが同じである。

破砕部の構造的特徴（カタクレーサイト中の構造の特徴）や周辺岩盤の破砕の

影響の程度が起点の破砕部と類似している。熱水変質等の規模や特徴が起点の

破砕部と類似している。起点の破砕部との間に他の破砕帯が横断していない。）

については、評価には用いていない。 

Ｋ断層の最新活動で形成された起点の破砕部との破砕部の性状の類似性の

評価は、以下のとおり、断層ガウジ又は断層角礫27の有無、明瞭なせん断構造・

変形構造の有無、条線方向及び最新活動ゾーンの変位センスについて、順に評

価している。 

a.断層ガウジ又は断層角礫の有無及び明瞭なせん断構造・変形構造の有無の類

似性の判断においては、カタクレーサイトからなる破砕部と断層ガウジ又は

断層角礫を伴い、明瞭なせん断構造・変形構造が認められる破砕部の組合せ

以外については、連続する可能性がある。 

b.Ｋ断層の特徴として、すべてが断層ガウジを伴い、概ね明瞭なせん断構造・

変形構造を有する。一部で明瞭なせん断構造・変形構造の有無が「無」の破

砕部があるが、明瞭なせん断構造・変形構造の有無が「無」の破砕部も類似

すると判断することから、Ｋ断層で見られる断層ガウジ又は断層角礫の有無

及び明瞭なせん断・変形構造の有無の組合せが同様の破砕部は、すべて類似

すると判断しており、Ｋ断層のばらつきも内包して評価可能な判断基準であ

る。 

c.条線方向及び変位センスの類似性の判断においては、起点と当該破砕部の条

線方向の差が±45°以内、かつ鉛直方向又は水平方向のセンスが同じ場合、

 
27 断層岩のうち、固結していないもので、粘土質の基質が多いものは「断層ガウジ」、一方岩片が多いものを「断層角

礫」と呼ぶ〔産総研、地質学ハンドブック（2002 年以下同様）〕。申請者は、本申請では地下浅部で形成されるこれ

らの断層岩を、「断層ガウジ又は断層角礫」として記載している。 
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もしくは条線方向が得られておらず、かつ 8等分した変位センスが起点と当

該破砕部とで隣り合う場合に連続する可能性がある。 

d.Ｋ断層の特徴として、条線方向は、縦ずれ成分が卓越、最新活動ゾーンの変

位センスは逆断層センス（西側隆起）28である。一部で条線が中角度の破砕

部があるが、条線が22.5L～22.5Rの破砕部も類似すると判断することから、

Ｋ断層で見られる条線と同様の破砕部は、類似すると判断しており、Ｋ断層

のばらつきも内包して評価可能な判断基準である。 

 

規制委員会は、連続性評価基準については、以下のことから、露頭観察、ボーリ

ングコアの肉眼観察及び薄片観察（以下単に「地質観察」という。）による調査結果

に基づき、Ｋ断層の特徴を踏まえ、評価が安全側に行われているとはいえないこと

を確認した。 

ⅰ．幾何学的位置関係 

幾何学的位置関係について、申請者により設定された起点とする破砕部の走

向・傾斜から±20°の範囲とした検討データには、Ｋ断層の地質観察データが

用いられていないため、Ｋ断層の連続性評価に適用できるかどうか確認できな

い。しかしながら、Ｋ断層の連続性の評価は、この走向・傾斜から±20°の範

囲を適用せず、すべての破砕部について、連続性評価基準に基づき、走向・傾

斜及び破砕部の性状の類似性の評価を行っていることから、幾何学的位置関係

の評価は安全側に行われている。 

 

ⅱ．走向・傾斜の類似性 

走向・傾斜の類似性について、以下のことから、その評価は安全側に行われ

ているとはいえない。 

a.申請者により設定された起点とする破砕部の走向・傾斜との差が±20°以内

とした検討データには、Ｋ断層の地質観察データが用いられていない。 

b.起点とする破砕部の走向・傾斜との差が±20°以内であるとの設定について

は、基盤岩中のＫ断層の地質観察データによれば、局所的には起点とする破

砕部の走向・傾斜との差が±20°を超える走向・傾斜が認められることから、

局所的に異なるＫ断層の走向・傾斜の数値が十分に考慮されておらず、設定

された数値の信頼性が確認できない。 

c.Ｋ断層の連続性評価に当たっては、Ｋ断層の走向・傾斜には比較的大きな幅

があるという特徴を踏まえると、幾何学的位置関係の評価と同様に、起点と

する破砕部の走向・傾斜との差が±20°以内を適用せず、走向・傾斜の差が

±20°を超える破砕部についても、他の評価項目の評価を行うべきである。 

 

ⅲ．最新活動で形成された破砕部の性状の類似性 

最新活動で形成された破砕部の性状の類似性については、以下のとおり、一

部の評価項目は、その評価が安全側に行われているとはいえない。 

a.断層ガウジ又は断層角礫の有無について、以下のことから、その評価は安全

側に行われているとはいえない。 

 
28 変位センスの略語：R は逆断層、R、RL は逆断層右ずれ、R、LL は逆断層左ずれを示す。申請者は、条線方向の類似

性の判断と同様、起点破砕部と評価対象破砕部の条線方向の差が±45°以内の破砕部（R、RL 及び R、LL）を性状が

類似すると評価している。 
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ア．Ｋ断層の連続性の評価に用いるためには、断層ガウジ又は断層角礫の有

無が破砕部の断層岩29区分の評価により明確に識別できる必要があるが、

申請者による断層岩区分の識別基準が定性的なものであり、当該基準を

用いて、明確に断層岩区分が評価できていることを確認できない。 

イ．「４－１．（２）連続性評価基準における破砕部の性状の類似性に係る地

質観察」に記載のとおり、Ｋ断層を含め本敷地の破砕部においては、１

つの薄片試料の中で断層ガウジとカタクレーサイトの両方の特徴が認

められる状況等があること、肉眼観察と薄片観察の断層岩区分の識別に

差異があることを踏まえると、断層岩区分の地質観察による評価の不確

かさが大きい。 

b.明瞭なせん断構造・変形構造の有無については、Ｋ断層の連続性の評価に当

たって、同構造の「有」、「無」を問わず連続すると評価されるよう設定され

ており、その評価は安全側に行われている。 

c.条線方向については、Ｄ－１トレンチ内で、高角度のみならず中～低角度の

条線も認められるため、条線方向を高角度とは限定できないが、Ｋ断層の連

続性の評価に当たって、これらのＫ断層の条線方向を包含する範囲の基準

（条線が 22.5L～22.5R の破砕部も類似すると判断）になっており、その評

価は安全側に行われている。 

d.最新活動ゾーンの変位センスについて、申請者は、Ｋ断層は、傾斜はおおむ

ね中～高角度の西傾斜で、変位センスは逆断層センスとしている。しかしな

がら、一部のＫ断層では、以下のとおり、東傾斜の正断層となっているが、

共通する特徴は西側隆起である。したがって、Ｋ断層の連続性の評価に当た

っては、Ｋ断層が西側隆起の断層であることに着目し、東傾斜の正断層も考

慮する必要があると考えられ、その評価は安全側に行われているとはいえな

い。 

ア. G-G’断面では基盤岩中のＫ断層が屈曲して一部が東傾斜の正断層とし

て図示されており、また、L カットピットのスケッチでは基盤岩中のＫ

断層の破砕部において東傾斜のせん断面が記載されている。 

イ. Ｋ断層は基盤岩中で鉛直に近い高角度で西傾斜の箇所もあり、Ｋ断層の

走向・傾斜にばらつきがあることを考慮すれば、局所的には正断層セン

ス（西側隆起）となる可能性がある。 

 

（２）最新活動で形成された破砕部の性状の類似性に係る地質観察 
申請者は、最新活動で形成された破砕部の性状の類似性の判断について、Ｄ－１

トレンチ内及びその近傍にて実施したボーリング調査、トレンチ壁面から採取した

ブロック及びボーリングコアから作製した研磨片試料や薄片試料等を用いた微細

構造観察を実施し、断層ガウジ又は断層角礫の有無、明瞭なせん断構造・変形構造

の有無、条線方向、最新活動ゾーンの変位センスについて、以下のとおりとしてい

る。 

ⅰ．断層ガウジ又は断層角礫 

 
29 破砕帯を構成する物質は、断層岩と呼ばれる。断層岩は母岩の種類と形成条件・断層運動履歴などから、さまざまな

特徴を示す。断層岩は通常、周囲の岩石が破砕された粗粒な岩片とそれを取り囲む細粒に粉砕された基質とからなる

〔産総研、地質学ハンドブック〕。申請者は、本サイトの断層岩について、断層ガウジ、断層角礫、カタクレーサイ

ト及び変質したカタクレーサイトに区分したとしている。 
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破砕部の断層岩区分については、肉眼観察による断層岩の特徴を示している

文献等に基づき、破砕部の硬軟、母岩の組織構造の有無並びに粘土・シルト・

砂等の細粒部の連続性及び直線性に着目して観察し、断層岩区分を断層ガウジ、

断層角礫、カタクレーサイト及び変質したカタクレーサイトに区分した。最新

活動ゾーンが狭小な場合や、熱水変質作用の影響により最新活動ゾーンの境界

や構造が不明瞭である場合には、ボーリングコアの観察においては安全側に断

層ガウジとして扱い、薄片試料を用いてより詳細に観察した。また、薄片試料

の観察においては、薄片観察による断層岩の特徴を示している文献等に基づき、

粘土鉱物の量及び定向配列の有無、粘土状部の連続性・直線性、岩片の量及び

粒形、粒界を横断する破断面、ジグソー状の角礫群並びに塑性変形した雲母粘

土鉱物に着目して観察し、断層岩区分を断層ガウジ、断層角礫及びカタクレー

サイトに区分した。 

ボーリングコアや露頭の観察による断層岩区分と薄片試料の観察による断

層岩区分の両方が得られている場合には、両者の観察から得られた性状に矛盾

がないことを確認した上で断層岩区分の総合評価を行い、断層ガウジ、断層角

礫、カタクレーサイト及び変質したカタクレーサイトに区分した。 

申請者は、Ｋ断層の連続性評価に当たって、断層ガウジ又は断層角礫の有無

が「有」の破砕部を、起点破砕部（Ｋ断層）と性状が類似する破砕部であると

評価した。 

 

ⅱ．最新活動ゾーンの変位センス 

最新活動ゾーンの変位センスについては、ボーリングコアから作製した薄片

試料を用いた微細構造観察の結果から評価した。変位センスの判定に当たって

は、複数の文献を参考として、複合面構造、断層ガウジに見られる微小構造や

構造的特徴、岩盤内の引きずり構造に着目した。 

 

規制委員会は、最新活動で形成された破砕部の性状の類似性の評価項目のうち、

断層ガウジ又は断層角礫の有無、最新活動ゾーンの変位センスに関しては、以下の

とおり、Ｋ断層を含む本敷地の破砕部の特徴を踏まえると、地質観察による評価の

不確かさが大きく、評価は安全側に行われているとはいえないことを確認した。 

なお、明瞭なせん断構造・変形構造の有無については、現地調査において、同じ

肉眼観察でもボーリングコア観察と研磨片観察で評価が異なり得る場合もあり、評

価には不確かさが大きく、また、条線方向については、現在存在している一部のボ

ーリングコアしか確認できず、その評価が適切に行われているか確認できなかった

が、「４－１．（１）連続性評価基準」に記載のとおり、Ｋ断層の特徴を踏まえ、連

続性評価基準に基づき、その評価は安全側に行われている。 

ⅰ．断層ガウジ又は断層角礫 

断層ガウジ又は断層角礫の有無（断層岩区分の評価）については、以下のこ

とから、断層岩区分が適切に評価できていることが確認できず、その地質観察

による評価の不確かさが大きい。 

a.現地調査において、Ｋ断層を含め本敷地の破砕部の薄片を確認したところ、

断層ガウジと評価されている破砕部の中にジグソー状の角礫群などカタク

レーサイトの特徴が認められるものがあり、また、カタクレーサイトと評価
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されている破砕部の中に基質を構成する粘土鉱物が多いものや、含まれる岩

片が丸みを帯びているものなど断層ガウジの特徴が認められるものがある30。 

b.このように、Ｋ断層を含め本敷地の破砕部には、一つの薄片の中で断層ガウ

ジとカタクレーサイトの両方の特徴がみられるという状況がある中で、申請

者による断層ガウジとカタクレーサイトの評価においては、断層ガウジとカ

タクレーサイトの各々の定性的な特徴が示されているだけで、識別基準が明

確ではない。 

c.このため、申請者による断層岩区分の評価の結果について、薄片観察で粘土

鉱物等の組織が同じように認められる破砕部でも断層岩区分の評価結果が

異なっている場合や、一つの同じ破砕部で肉眼観察と薄片観察との間で断層

岩区分の評価が異なっている場合があるという状況が生じている。 

 

ⅱ．最新活動ゾーンの変位センス 

最新活動ゾーンの変位センスについては、以下のことから、変位センスが適

切に認定できていることが確認できず、その地質観察による評価の不確かさが

大きい。 

a.現地調査において、Ｋ断層を含め本敷地の破砕部の薄片を確認したところ、

複数の活動ゾーンが認められたことから、複数回の活動履歴があることを確

認した。破砕部に複数回の活動履歴があることを踏まえると、最新活動ゾー

ンの変位センスを認定するに当たっては、薄片で認められるゾーンのうち、

どれが最新活動ゾーンであるかどうか適切に評価される必要がある。 

b.最新活動ゾーンの認定について、申請者は、その判断指標として、他の構造

に切られていないこと、最も細粒化が進んでいること、直線性・連続性が相

対的に富む面であること等を挙げている。しかしながら、現地調査において

薄片を確認したところ、複数のゾーンが隣り合って平行に分布しており、互

いに切り合い関係がなく、また、ゾーン間では細粒化の程度や直線性・連続

性にも差がない破砕部があることが確認された。このような破砕部では、申

請者による判断指標では最新活動ゾーンの識別が困難であり、申請者が行っ

た最新活動ゾーンが適切に認定できていることが確認できなかった。 

c.変位センスの認定について、申請者は、複合面構造、断層ガウジに見られる

微小構造や構造的特徴、岩盤内の引きずり構造に着目して評価を行ったとし

ている。しかしながら、これらの構造及び特徴に着目して変位センスを認定

するのであれば、薄片において、その構造及び特徴が明確に判読される必要

があるが、現地調査において薄片を確認したところ、変位センスの認定に用

いた上記の構造及び特徴が薄片中では不明瞭であり、判読することが困難な

破砕部があった。したがって、これらの破砕部においては、申請者が変位セ

ンスを適切に認定できていない可能性がある。 

 

（３）連続性評価基準に基づく連続性評価 
申請者は、Ｋ断層の連続性の評価については、Ｋ断層の確認地点の最南部に当た

るふげん道路ピットに隣接する H24-D1-1 孔で認められた破砕部うち，敷地の破砕

帯の連続性評価基準に基づく検討範囲にある破砕部との連続性を検討した結果、Ｋ

 
30 申請者は、薄片観察における断層ガウジの特徴は、基質を構成する粘土鉱物が多い、粘土状部の分布が連続的・直線

的、含まれる岩片は丸みを帯びている等とし、カタクレーサイトの特徴は、粒界を横断する破断面、ジグソー状の角

礫群等としている。 
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断層の南方にＫ断層の性状と類似する破砕部がないことから、Ｋ断層は連続しない

と判断した。 

 

規制委員会は、連続性評価については、Ｋ断層の特徴を踏まえ、設定された評価

項目の地質観察による評価の不確かさを考慮する必要があると考える。しかしなが

ら、以下のことから、評価が安全側に行われているとはいえないことを確認した。 

ⅰ．申請者による敷地の破砕帯の連続性評価は、連続性評価基準の評価項目を総合

的に評価するのではなく、評価フローの上流側から評価項目ごとに破砕部の類

似性を順次評価し、性状が類似しないと判断した破砕部をそこで除外するとい

うものである。その結果として、1つの評価項目の性状の違いがあれば、他の

多くの評価項目が類似していても連続しない破砕部であると判断されること

になる。 

ⅱ．連続性評価において、最新活動で形成された破砕部の性状の類似性の評価につ

いては、評価対象とした破砕部でＫ断層に類似しているものが認められ、また、

「４－１．（２）最新活動で形成された破砕部の性状の類似性に係る地質観察」

に記載のとおり、地質観察による評価の不確かさが大きい。 

 

また、規制委員会は、Ｋ断層の連続性の評価の結果について、以下のとおり、連

続性評価基準に基づく評価の信頼性が乏しく、Ｋ断層の連続性が否定できていない

ことを確認した。 

ⅰ．Ｋ断層の南方から２号炉原子炉建屋間で実施した 10 孔及びそれと近接した位

置で実施した 4孔（以下「延長 14孔」という。）のボーリングの調査において、

例えば、おおむね同位置（約 2m の離隔）で掘削された H24-B14-2 孔と H29-

ReB14-2 孔について、申請者は、ほぼ同一深度にある破砕部②は、ともに同じ

断層（f-b14-2-2）とし、連続するものと評価している。一方で、連続性評価基

準に基づけば、両破砕部では、断層ガウジ又は断層角礫の有無が違うため連続

しないものと評価されることになる。このように、同一断層における近接した

破砕部であるという評価と、連続性評価基準に基づく評価結果が一致しておら

ず、矛盾した結果となっている。 

ⅱ．延長 14 孔のボーリング調査で認められた破砕部には、破砕幅が比較的大きい

破砕部（幅数十 cm 以上）があることが確認される。一般的に、断層が活動を

繰り返して成長するにしたがい、破砕帯も成長し破砕幅が増大すると考えられ

るため、破砕幅が大きい破砕帯は、一定程度の連続性を有すると考えられる31。

しかしながら、連続性評価基準に基づき申請者が敷地の破砕帯の連続性を評価

した結果、ほぼ半数の破砕部が、近接のボーリングへ連続しないと評価され、

非モデル化破砕帯として区分されている。 

 

４－２．Ｋ断層の連続性確認の念のための検討 
（１）連続性評価基準に基づく検討範囲にはない破砕部との連続性確認 

申請者は、Ｋ断層の走向が局所的に変化している状況を踏まえ、連続性評価基準

に基づく検討範囲にはない破砕部について、連続性確認を実施した。確認の結果、

 
31 例えば申請者も参考にしている狩野・村田(1998)「構造地質学」（朝倉書店）で、「長い断層ほど変位量が大きい」、

また、「一般に大規模な断層つまり変位量が大きい断層ほど、厚い幅の断層ガウジを伴い、カタクレーサイト化して

いる岩石の幅も広い」との記載と図示がある（p.128,129）。一般的に、長い断層は破砕幅も大きいといえる。 
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Ｋ断層の性状と類似する破砕部はなかったことから、Ｋ断層はこれらの南方にある

ボーリング調査の範囲には連続しないことを確認した。 

 

規制委員会は、連続性評価基準に基づく検討範囲にはない破砕部の連続性評価に

ついては、「４－１．Ｋ断層の連続性評価のための敷地の破砕帯の連続性評価基準」

に記載のとおり、Ｋ断層の特徴を踏まえて評価が安全側に行われていないこと、地

質観察による評価の不確かさが大きいことを考慮した上で、連続性評価基準の項目

を総合的に評価した連続性評価がなされていないため、安全側の判断が行われてい

ることが確認できず、Ｋ断層の連続性が否定できていないことを確認した。 

 

（２）鉱物脈法に基づく検討 
申請者は、H24-D1-1 孔で認められた破砕部のうち、連続性評価基準に基づく検討

範囲（幾何学的位置関係）にある破砕部について鉱物脈法による検討を行った。ま

た、この範囲にはＫ断層の走向・傾斜と類似性がない破砕部も含まれるが、範囲内

にあるすべての破砕部について鉱物脈法による検討を行った。なお、最新活動面の

認定は、露頭やボーリングコアの肉眼観察、ＣＴ画像観察、薄片観察等に基づき、

巨視的観察から微視的観察にかけて順に行った。 

検討の結果、対象としたすべての破砕部について、鉱物脈が最新活動面を横断し

て分布する場合か、粘土鉱物が網目状に広がって分布し、最新活動面を不明瞭にし

ている場合かのいずれかが認められた。ＸＲＤ分析32の結果、破砕部の鉱物脈には

熱水変質作用で生成されたと判断したスメクタイト及び雲母粘土鉱物並びにカオ

リナイトの生成が認められた。また、ＥＰＭＡ分析33の結果、最新活動面を横断し

て分布する鉱物脈や網目状の粘土鉱物が最新活動ゾーンから最新活動面を越えた

範囲まで途切れることなく分布していることが認められた。 

なお、本地域では、ドレライトの貫入時期（約 21.1Ma）以降の熱水活動は知られ

ておらず34、若狭湾周辺に第四紀火山が存在しないことから、少なくとも後期更新

世以降の熱水活動はないと判断した。 

以上のことから、これらの破砕部は最新の熱水活動時期以降には活動しておらず、

Ｋ断層が①層以上の地層に変位・変形を与え、MIS6 以前の地層である③層の上部の

地層に変位・変形を与えていない状況とは大きく異なっていることを確認した。す

なわち、鉱物脈法に基づく検討を行った破砕部は約 21.1Ma（新第三紀中新世）以降

に活動していないため、第四紀に活動があったＫ断層とは活動時期が大きく異なっ

ている。 

 

規制委員会は、Ｋ断層の連続性確認の念のための検討として行った鉱物脈法に基

づく検討については、以下のとおり、鉱物脈が後期更新世以前（約 12～13 万年前

以前）の古い時代に熱水変質作用により生成したものであることが確認できないこ

となどから、H24-D1-1 孔で評価された破砕部について、最新活動時期が評価でき

 
32 エックス線回折法（X-ray diffraction method）の略称。単結晶あるいは多結晶物質にＸ線を照射すると、Ｘ線の波

長と結晶の原子間隔が同じ程度であるために、各原子で散乱されたＸ線は相互に干渉して特定方向に強い回折Ｘ線

を出す。これらの回折線の記録から、結晶の格子定数、空間群を定め結晶構造を解析する。〔最新 地学事典〕 
33 エックス線マイクロアナライザー（electron probe X-ray microanalyser）の略称。真空中で試料に電子線を照射し

て微小部分の化学組成分析をする装置。〔最新 地学事典〕 
34 申請者は、本地域では約 21.1Ma 以降の熱水活動は知られていないとしているが、亀高ほか(2010)によれば、若狭湾

西部に分布する青葉山安山岩類から、13.8±0.6Ma の全岩 K-Ar 年代が報告されている。また、５万分の１地質図幅

「今庄及び竹波地域の地質」(2013)によれば、若狭湾の東部に分布する杉津花崗閃緑岩から、20.0±1.2Ma のジルコ

ンフィッション・トラック年代が報告されているとしている。 
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ず、連続性の評価に用いることはできないため、Ｋ断層の連続性が否定できていな

いことを確認した。 

ⅰ．鉱物脈法に用いた鉱物脈の生成時期 

鉱物脈法に用いた鉱物脈の生成時期について、以下のことから、検討に用い

た鉱物脈は、後期更新世以前の古い時代の熱水変質作用により生成したものと

はいえず、断層の後期更新世以降の活動を否定するために用いることができな

いことを確認した。 

a.破砕部（7 箇所）におけるＸＲＤ分析で、生成温度が比較的高い雲母粘土鉱

物及びカオリナイトが認められているが、これらはいずれも「微量」以下の

検出又は不検出であること、また、破砕部以外の母岩の風化部でも、雲母粘

土鉱物、カオリナイトが破砕部と同程度の検出が認められていることから、

母岩に元々含まれていたものであり、破砕部形成後にそこを通った熱水から

晶出した鉱物脈のものであるとはいえない。これらのことから、ＸＲＤ分析

結果からは、鉱物脈法による評価において必要とされる、後期更新世以前の

古い時代に高温の熱水変質作用により生成された鉱物脈が、評価している破

砕部で確認できない。 

b.破砕部におけるＸＲＤ分析で認められるスメクタイトは、常温環境でも生成

する鉱物であるため、後期更新世以前の古い時代の高温の熱水活動により生

成したことの明確な根拠にはならない。 

c.ＥＰＭＡ分析の結果については、母岩等で分析したものであるため、鉱物脈

における曹長石化35を評価するには分析位置が適切ではなく、破砕部の形成

後に鉱物脈法の検討対象としている破砕部やその近傍の破砕部で比較的高

温の熱水変質があったことの根拠にはならない。 

 

ⅱ．粘土鉱物と最新活動面との切り合い関係 

申請者が鉱物脈法に基づく検討の対象とした破砕部について、以下のことか

ら、いずれについても最新活動面と鉱物脈との切り合い関係が明確でないこと

を確認した。 

a.最新活動ゾーンの最新活動面が極めて不明瞭であり、せん断面として認識で

きず、最新活動面であることが確認できない試料がある。 

b.鉱物脈と評価している部分について、鉱物脈の存在自体が認識できず、単な

る破砕部の基質である可能性がある試料がある。 

 

４－３．Ｋ断層の連続性の評価 
申請者は、Ｋ断層の連続性の評価について、ピット調査やボーリング調査の結果か

ら、Ｋ断層はＤ－１トレンチ北西法面からふげん道路ピットに至る区間において連続

して認められる断層であり、Ｄ－１破砕帯を含む重要施設直下のいずれの破砕帯とも

連続しないことを判断した。 

 

規制委員会は、Ｋ断層の連続性の評価について、以下のことから、Ｋ断層の連続性

が否定できないと判断した。 

 
35 主に長石類が曹長石（アルバイト）へ変換または置換されること。変成作用の一つの段階を示す。ふつう、Ca に富

む斜長石が曹長石（斜長石の一種で Na に富む）に変わるが、その変成条件は、沸石変成相におけるアルバイト相

（120℃前後）にほぼ対応するとされる。〔最新 地学事典〕 
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（１）連続性評価基準のうち、走向・傾斜の類似性については、局所的に異なるＫ断層

の走向・傾斜の数値が十分に考慮されていないことから、設定された数値の信頼

性が確認できず、また、最新活動ゾーンの変位センスの類似性については、Ｋ断

層が局所的に東傾斜の正断層センス（西側隆起）となる可能性が考慮されておら

ず、評価が安全側に行われているとはいえない。 

（２）最新活動で形成された破砕部の性状の類似性に係る地質観察による評価のうち、

断層ガウジ又は断層角礫の有無（断層岩区分の評価）については、Ｋ断層を含む

本敷地で見られる破砕部の特徴を踏まえると、断層ガウジとカタクレーサイトの

識別基準が明確ではなく、断層岩区分が適切に評価できていることが確認できず、

また、最新活動ゾーンの変位センスについては、最新活動ゾーン・変位センスの

認定が困難であり、これらの認定が適切に行われていることが確認できない破砕

部があることから、地質観察による評価の不確かさが大きく、評価が安全側に行

われているとはいえない。 

（３）敷地の破砕帯の連続性評価は、連続性評価基準の評価項目を総合的に評価するの

ではなく、評価フローの上流側から評価項目ごとに破砕部の類似性を順次評価し、

性状が類似しないと判断した破砕部をそこで除外するというものである。その結

果として、1つの評価項目の性状の違いがあれば、他の多くの評価項目が類似し

ていても連続しない破砕部であると判断されることになり、評価が安全側に行わ

れているとはいえない。 

（４）鉱物脈法に基づく連続性評価については、鉱物脈が後期更新世以前（約 12～13

万年前以前）の古い時代に熱水変質作用により生成したものとはいえず、また、

最新活動面と鉱物脈との切り合い関係も明確ではないことから、最新活動時期が

評価できず、連続性の評価に用いることはできない。 

 

Ⅲ 審査結果 
規制委員会は、「Ⅱ３．Ｋ断層の活動性」及び「Ⅱ４．Ｋ断層の連続性」に記載した

とおり、Ｋ断層は後期更新世以降の活動が否定できないこと及びＫ断層は２号炉原子

炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性が否定できないことから、設置許可基準規則

第３条第３項に適合しているとは認められないと判断した。 

したがって、本申請は、原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第４号に適合しているものとは認められな

い。 


